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Ⅰ はじめに 

 

１．目的 

■目的 

この「九州大学箱崎キャンパス跡地利用計画」は、平成 25年 2月に提言された「九州大

学箱崎キャンパス跡地利用将来ビジョン」に基づき、九州大学統合移転事業に伴う箱崎キャ

ンパス跡地の計画的なまちづくりと円滑な跡地処分を進めるため、具体的な都市基盤整備・

土地利用の計画、及び実現に向けた方針などを示すことを目的としている。 

 

■箱崎キャンパスの位置 
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Ⅰ はじめに 

 

２．九州大学統合移転事業の概要 

■統合移転事業の趣旨・目的 

●時代の変化に応じて自律的に変革し、活力を維持し続ける開かれた大学の構築 

●それに相応しい研究・教育拠点の創造 

 ＜背景＞  ・専攻教育と全学共通教育の分離 

       ・施設の老朽化、狭隘化 

       ・箱崎地区における航空機騒音 

■統合移転事業の全体像 

 

■箱崎キャンパス移転スケジュール 

・平成 31年度に移転完了予定。 

・平成 17、18年度に工学系地区（本部等を除く）

が移転完了。 

・平成 27 年度以降に理学系地区、文系地区、農

学系地区が順次移転予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰ国際研究所

次世代燃料電池産学連携研究ｾﾝﾀｰ

椎木講堂

基幹教育院

理学系 (H27)

情報基盤研究開発ｾﾝﾀｰ (H28)

国際化拠点図書館 (H27・H29)

人文科学研究院、法学研究院、

経済学研究院 (H29・H30)

人間環境学研究院 (H29・H30)

農学系、国際農学 (H31)

その他 (H31)

総数 ： 約 18,700人
(学生 15,500人、教職員 3,200人)
［移転人数：約7,900人］

第Ⅱステージ

（平成20～23年度）
第Ⅰステージ

（平成17～19年度）

基幹教育院

比較社会文化研究院

言語文化研究院

数理学研究院

理学部数学科

ﾏｽ･ﾌｫｱ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ研究所

理系図書館Ⅱ

工学系

理系図書館Ⅰ

総数：約 5,200人
(学生 4,200人、
教職員 1,000人)

箱崎より移転完了
（～H 18 年度）

六本松より移転完了
(～Ｈ21年10月)

総数：約 10, 800人
(学生 9,500人、
教職員 1,300人)

［移転人数：約5,200人］

［移転人数：約5,600人］

※（ ）は移転予定年度を示す。

平成24～31年度

第Ⅲステージ
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Ⅱ 計画対象 

 

１．対象区域 

■計画の対象区域 

 

 

  

・当計画の対象区域は箱崎キャンパス地区とするが、必要に応じてその周辺についても検

討を行う。 

箱崎キャンパス 

地区 
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Ⅱ 計画対象 

 

２．まちづくりの目標年次 

 

■先行まちづくりエリア 

 

 

  

・先行まちづくりエリアは平成３０年度頃から順次土地利用を開始し、まち全体の概成は 

平成３６年度を目標とする。 

＜先行まちづくりエリア＞ ・工学系地区で移転が完了したエリア 

              ・建物解体等の措置が不要な文系地区のグラウンドエリア  

 

先行まちづくりエリア 

先行まちづくりエリア 
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Ⅲ まちづくりの考え方 

 

１．「福岡市基本計画」における「箱崎地区」の役割・位置づけ 

「箱崎地区」は福岡市の「地域拠点」として、区やそれに準ずる生活圏域の中心拠点となる役

割を担う地区。 

「箱崎キャンパス地区」は「機能を充実・転換する地区」として、新たな都市機能の導入など

を検討する地区。 

 

■福岡市総合計画  第９次福岡市基本計画（平成２４年） 

 第２章 計画各論 

「２ 空間構成目標 （２）めざす姿」より抜粋 

①箱崎地区 

・地域拠点：区やそれに準ずる生活圏域の中心として、日常生活に必要な商業機能やサ

ービス機能など諸機能が集積した地区 

 ※その他の地域拠点：和白、雑餉隈、六本松・鳥飼・別府、長住・花畑、野芥、姪浜、

橋本、今宿・周船寺 

②九州大学箱崎キャンパス地区 

・機能を充実・転換する地区：九州大学箱崎キャンパス地区は市街地内の貴重な大規模

活用可能地として、大学の移転進捗を踏まえ、新たな都市機能の導入などを検討する

地区 

 ※その他の機能を充実・転換する地区：舞鶴公園・大濠公園地区 

  

将来ビジョンで示した「まちづくりの方針」「将来構想」については、当計画のまちづくりの

考え方として踏襲する。 
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Ⅲ まちづくりの考え方 

 

【都市空間構想図】 
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Ⅲ まちづくりの考え方 

 

２．まちづくりの方針 

 

  

・地区の優位性と課題  ・上位計画  ・関連施策 ・社会情勢の変化 

1)立地等の条件 
①陸・海・空の多様な輸送手段の集積、福岡都心部への近接性、高い鉄道利便性を活かして、文化、経済等の

面で様々な地域・人などをつないでいく役割 

②高度医療施設の集積など既存施設との連携が可能な機能の誘導等により、福岡市の成長の促進に貢献する

役割 

③公共公益施設等の集積を活かし、都市圏住民に対して、今以上にさまざまな機能を提供する役割 

2)まちの魅力 
①学術、文化等の面で、東区に多く立地する大学・短大とアジアとつないでいく役割 

②九州大学が存在したブランド力を活かし、教育・研究等の機能誘導等により、九州全体の成長の促進に貢献

する役割 

3)安全・安心・暮らし 
①災害に強い地理的条件を活かして、首都圏に集中する各種機能の補完や機能分散の受け皿としての役割を

果たすなど、安全、安心に貢献する役割 

 

箱崎キャンパス地区が担うべき役割 

 まちづくりの方針 
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Ⅲ まちづくりの考え方 

 

 

 

 

 

  

まちづくりの方針

福岡都心部に近い大規模な土地利用が可能な土地であり、交通利便性の高い立地特性を生か
しながら、「新たな産業・雇用の創出」「広域連携拠点づくり」「交流と賑わいの創出」等を進め、福
岡市の持続的な成長に貢献する、新たな活力・交流を生み出すまちを目指します。

１
福岡市の持続的な成長に資する

新たな活力・交流を生み出す

「九州大学」が百年存在した地としてのブランドを生かしながら、「新たな高等教育・研究機関や
生涯教育の場の導入」「留学生・研究者等の受け入れ環境の活用」等を進め、充実した教育・研
究の環境を生み出し、人を育てるまちを目指します。

２
九州大学が存在した地として、

充実した教育・研究の環境を生みだし、人を育てる

災害に強い地理的条件を生かすとともに、周辺の高度医療施設や生活利便施設の集積、交通
アクセスの良さなどの高い利便性を生かして、「防災活動の場の創出」「医療・福祉・健康づくり環
境の充実」「快適な居住環境の創出」を進め、高齢者や子育て世代、将来を担う子どもたちなど、
だれもが安全・安心・快適で健やかに暮らすことができるまちを目指します。

３
高度医療施設の立地や高い利便性を生かして、

安全・安心・快適で健やかに暮らす

＜まちづくりの方針のキーワード＞

千年以上の歴史を誇る筥崎宮や旧箱崎宿の町家、百年の時を刻んだ箱崎キャンパスなど、箱
崎のまち全体が有する「まちの生い立ちの継承」「九州大学の近代建築物の活用」の検討を進め、
歴史文化資源を大切にするまちを目指します。

４
千年のまち、大学百年の

歴史文化資源を大切にする

地域の貴重な緑の空間であるキャンパス内の既存樹木を生かすとともに、九州大学の先進的な
環境技術を活用し、「低炭素」で「水や資源を生かした循環型社会の形成」や「緑・水辺との共生」
を進め、環境と共生し、持続可能なまちの形成を目指します。

５
次世代の環境技術と豊かな緑を生かして

環境と共生し、持続可能なまちをつくる

＜跡地利用にあたって踏まえるべき視点＞
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Ⅲ まちづくりの考え方 

 

３．将来構想 

 

 

 

「成長・活力・交流」を生み出す機能配置を進めるゾーン１

多様な人材を育てる「教育・研究」の環境づくりを進めるゾーン２

｢安全・安心・健やか｣に暮らす環境づくりを進めるゾーン３

土地利用の考え方

１

既存施設・周辺魅力資源を活かす２

生活の豊かさや安全性を向上させる３

都市基盤整備の考え方

まち全体の回遊性や交通利便性を高める まち全体の一体感を創出する

「大学100年の歴史と緑」を活かす

「100年後の未来に誇れるまち」をめざす

空間整備の考え方

１

２

３

１．多様な機能を持ちながら、まち全体の一体感を創出する 

・周辺地域との調和に配慮しながら、「土地利用の考え方」に基づいて多様な機能の誘導を図る。 

・多様な機能の誘導を図りながら、「都市基盤整備の考え方」及び「空間整備の考え方」に基づ

いたまちづくりを進めることによって、まち全体の一体感を創出する。 

２．周辺地域と調和・連携・交流しながら、一体的に発展する 

・周辺地域との調和に配慮しながら、まち全体の生活利便性の向上や魅力向上につながるような

都市機能の誘導を進め、周辺地域との一体的な発展をめざす。 

・周辺地域の回遊性や交通利便性、防災性の向上につながるような道路・公園等の都市基盤づく

りを進める。 

・周辺の歴史文化資源と箱崎キャンパス地区をつなぎ、活かすなど、周辺地域の既存施設・魅力

施設などと連携したまちづくりを進めるとともに、来街者を商店街や歴史文化資源に導く仕掛

けづくりを行うなど、箱崎キャンパス地区内だけで完結するのではなく、周辺地域も含めた広

がりのある交流を促進させる。 

３．持続的に発展し、100年後の未来に誇れるまちをつくる 

・地域住民、福岡市、九州大学、事業者など、これからも多くの人が関わり、知恵を絞りながら、

継続的に発展・進化しつづける、持続可能なまちづくりを進める。 

・箱崎千年、大学百年の歴史を大切にしながら、このまちの発展に貢献された先人達の思いを受

け継ぎ、未来の若者達に繋いでいけるような、「100年後の未来に誇れるまち」をつくる。 
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Ⅲ まちづくりの考え方 

 

 

■将来構想イメージ 

 

 
※道路などの位置等は全てイメージ 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

１．まちの骨格形成イメージ 

箱崎キャンパス地区に関連する様々な軸を意識しながら、まちの骨格を形成していく。 

 

■骨格形成イメージ 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

２．交通基盤の整備方針 

（１）幹線道路ネットワークの形成方針 

箱崎キャンパス地区の開発とあわせ、福岡市の骨格を担う道路ネットワークの機能補完・強化

を図る。 

 

≪主な課題≫ 

・堅粕箱崎線については、鉄道との交差等により早期の事業化が困難。 

・既存交通に加え、新たな跡地開発により増加する交通への対応。 

・箱崎キャンパス地区内の細街路への流入の抑制。 

・箱崎ふ頭粕屋線と箱崎阿恵線の間隔が約 1.5km と離れているため、適切な交通機能、市街

地形成機能等を担う東西方向の動線の確保。 

・東西方向の幹線道路同士をつなぐ、南北方向の動線の確保。 

・堅粕箱崎線については、キャンパス跡地での新たな開発により発生･集中する交通を円滑に

処理するため、箱崎キャンパス地区を通り、国道３号とつなぐ東西方向の幹線道路として早

期に整備する。 

・堅粕箱崎線と箱崎阿恵線をつなぐ、南北方向の補助幹線道路を整備する。 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

■幹線道路ネットワークの形成方針 

 

  

『福岡市都市計画道路検証結果（H24.3）』抜粋 

・堅粕箱崎線（箱崎６丁目～名島橋西）：保留路線 

九州大学跡地の利用計画と連携する必要があるため、見直しの判断を保留とする 

・博多箱崎線（馬出５丁目～箱崎６丁目）：見直し候補路線 

並行路線による代替可能性があるため、並行路線を活用した都市計画道路機能の 

補完を検討し、可能性が明らかになれば都市計画道路としての計画をなくす 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

（２）地区内道路（街区）の形成方針 

箱崎キャンパス地区の土地利用に応じた良好な市街地形成を誘導し、周辺市街地の安全性・利

便性向上にも寄与する道路ネットワークの形成を進める。 

①まちの骨格を形成する東西･南北道路の整備 

≪主な課題≫ 

・箱崎キャンパスや鉄道による東西既成市街地の分断の解消。 

・南側既成市街地との連携、アクセス性の向上。 

【東西道路】 

・箱崎キャンパス地区の東西の既成市街地をつなぎ、街路樹の整備や統一感のある街並みを形

成するなど、まちの一体感や賑わいを醸成するための取り組みを進める。 

【南北道路】 

・箱崎キャンパス地区の南側既成市街地と連携しながら、九州大学の面影を残した一体的な空

間づくりを行うために、箱崎キャンパス内の既存通路を活用した道路整備を検討する。 

②土地利用に応じた道路の整備および改良・改善検討 

≪主な課題≫ 

・土地の有効利用、周辺道路とのアクセス性の向上。 

・区画道路における、通過交通の抑制。 

・箱崎キャンパス外周の、幅員が狭く、歩道がない道路の改良・改善。 

・線路と道路が直交しておらず危険な形状の、千代の松原１号踏切における安全対策。 

・箱崎キャンパス地区の区画道路については、周辺道路とのネットワークを考慮しながら、土

地利用に応じて適切な整備を進める。 

・景観に配慮した空間づくりや、九州大学の面影が感じられる一体的な空間づくりを行うため

に、箱崎キャンパス内の既存通路を活用した道路整備を検討する。 

・キャンパス外周道路については、箱崎キャンパス地区側の用地を活用した拡幅整備など、道

路の改良・改善を検討する。 

・貝塚駅周辺については、貝塚駅へのアクセス性向上、千代の松原１号踏切の安全性向上につ

ながる道路の改良・改善を検討する。 

■箱崎キャンパスの既存通路 ■統一感のある街並み形成の例〈けやき通り〉 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

■地区内道路（街区）の形成方針 

 
※区画道路の位置等については、今後の土地利用の状況等により変更される可能性があります。  
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

（３）歩行者ネットワークの形成方針 

歩道、公園、セットバック空間、民有地等における歩行者空間（フットパス）などを有機的に

つなぎ、歩行者動線の連続性を確保することで、回遊性を高め、まちの一体感を創出する歩行者

ネットワークの形成を進める。 

①歩行者ネットワークの形成 

・幹線道路においては、適切に歩行者空間を確保すると

ともに、街路樹等による緑豊かな環境を創出するなど、

快適で安全に通行できる空間を整備する。 

・幹線道路以外においても、幅員等に応じ、歩行者空間

の確保や、舗装のカラー化等により、安全・快適に通

行できる空間づくりを検討する。 

・箱崎キャンパス地区内に新たに整備する道路やキャン

パス外周道路については、必要に応じ、沿道の民有地

等に建物の壁面後退（セットバック）を定めるなど、

歩道と一体となったゆとりある緑豊かな空間づくりを検討する。 

・セットバックを定める街区は、土地利用の状況、道路計画の状況等に併せて、その積極的な

導入に向けた検討を進めていく。 

②民有地等における歩行者空間の形成 

・民有地等において、必要に応じ、歩行者が安全に歩ける空間（フットパス）を確保し、回遊

性、利便性の向上を図る。 

・歩行者空間においては、デザインされたベンチ等のストリートファニチャーの設置や、休め

る場所（オープンスペース）の整備など歩いて楽しめる空間づくりを進める。 

③周辺地域・施設等を結ぶ歩行者動線 

・箱崎キャンパス地区の南側に位置している「筥崎宮」「町家」などの歴史的・文化的な地域

資源や「ＪＲ箱崎駅」、「宇美川」と箱崎キャンパス地区を結ぶ、わかりやすく快適に歩ける

歩行者動線づくりを、地域の取り組み等にあわせて検討する。 

 
『箱崎そうつくマップ』 

・平成 23年 4月に箱崎まちづくり委員会により作成された、箱崎校区 

の持つ歴史的資産などの魅力を紹介する散策ガイドマップ 

※「そうつく」…箱崎では歩き回るという意味 

『箱崎歴史スポット案内板』 

・箱崎そうつくマップとリンクし、史跡の歴史的価値や由緒を 

紹介する案内板 

  

■壁面後退の例〈シーサイドももち〉 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

■歩行者ネットワーク形成方針 

 
※民有地等における歩行者空間の位置等については、今後の土地利用の状況等により変更される可能性があります。  
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

（４）自転車ネットワークの形成方針 

幹線道路において自転車通行空間を確保するとともに、自転車利用者の多い区画道路等におい

ても、路面表示等を適切に配置することで、歩行者や自転車利用者の安全性、利便性を高める自

転車ネットワークの形成を進める。 

・幹線道路を自転車ネットワークの主軸に位置づけ、自転車が安全で快適に通行できるよう、

「自転車通行空間ネットワーク整備計画」に基づき、車道部に自転車通行空間を確保する。 

・幹線道路以外の道路においても、駅などの自転車利用者の多い施設と幹線道路をつなぐ路線

等を副軸とし、ピクトサインの路面表示等により、歩行者と自転車が安全に共存できる道路

整備を検討する。 

・自転車通行空間の整備にあたっては、道路の幅員や性格等に応じ、適切な形態を検討すると

ともに、民有地等を活用するなどして、歩行者空間とあわせ自転車通行空間の確保を検討す

る。 

 

  

  

■自転車通行空間の整備形態（福岡市自転車通行空間ネットワーク整備計画より） ■路面表示（ピクトサ

イン）の例〈金沢市〉 

 

『福岡市自転車通行空間ネットワーク整備計画（H26.3）』 

・幹線道路での自転車通行空間ネットワーク化を図り、地域内道路（生活道路）を通行する自

転車を適正に幹線道路へ誘導することで、歩行者や自転車利用者の安全性を高めることを目

的とする。 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

■自転車ネットワーク形成方針 

 
※自転車通行空間ネットワーク路線は、「自転車通行空間ネットワーク整備計画」に位置づけられた路線 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

（５）公共交通利便性の向上方針 

箱崎キャンパス地区のまちづくりに併せて、鉄道駅の交通結節機能強化等を進め、鉄道・バス

等の公共交通利便性の向上を図る。 

①駅前空間の整備検討 

≪主な課題≫ 

・現在、箱崎九大前駅と隣接している場所には狭いアクセス通路しかないため、駅と箱崎キ

ャンパス地区をつなぐ空間の再整備が必要。 

・貝塚駅には西側に最低限の回転広場しか整備されていないため、貝塚駅へのアクセス性の

向上及び交通結節機能の強化が課題。 

【地下鉄箱崎九大前駅周辺】 

・駅と隣接する場所においては、新しく生まれ変わる地

区の顔となり、人が憩い、交流できる駅前にふさわし

い空間づくりを検討する。 

・駅前空間周辺に立地する施設については、駅への新た

な地下接続など更なる利便性向上の検討を行う。 

【地下鉄・西鉄貝塚駅周辺】 

・貝塚駅西側においては、現在の交通広場と貝塚公園の

一体的な再整備も視野に入れながら、バス・自家用車、

自転車等の更なるアクセス利便性の向上（交通結節機

能の強化）を図るために、駅前広場整備等について検

討を行う。 

・貝塚駅東側においては、自動車等によるアクセスの利

便性を向上させるために、交通広場（回転広場）につ

いて検討を行う。 

・貝塚駅へのアクセス性を向上させるために、既存道路

の拡幅等によるアクセス道路の整備について検討を行

う。 

②バス利便性の向上の検討 

≪主な課題≫ 

・現況では、箱崎キャンパス周辺にバスの発着点が分散しており、路線も複数に分かれてい

ることから、道路整備にあわせたバス利便性向上の取り組みが必要。 

・バスの利便性を向上させるために、箱崎キャンパス地区内の幹線道路の整備に併せてバスル

ートを地区内に引き込むなど、バスルートの見直し等について検討を行う。 

 

  

■貝塚駅周辺の状況 

■箱崎九大前駅周辺の状況 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

３．緑の整備方針 

（１）公園整備の方針 

箱崎キャンパス地区内だけでなく、周辺居住者や来街者など様々な人が利用し、交流する場と

なる公園の整備を進める。 

・箱崎キャンパス地区周辺は、近隣居住者が利用できる身近な公園（街区公園）が少ない地域

であるため、周辺地区をカバーできるよう、公園を適正配置するとともに、史跡や既存緑地

等を活かし、箱崎キャンパス地区の核となるようなシンボル的な公園を整備する。 

（２）緑のネットワークの形成方針 

緑豊かな箱崎キャンパスの姿を継承するために、既存樹木を活かしながら、道路空間、街角広

場、民有地内などまち全体で緑を確保することで緑のネットワークを形成し、緑豊かなまちづく

りを進める。 

①道路空間の緑化推進 

・まちの骨格となる幹線道路などの道路空間において、街路樹等による緑のネットワーク形成

を進める。 

②民有地等における緑化推進 

・働く人や訪れる人が気軽に憩い・集えるコミュニティ形成の場や、安全・快適に歩ける歩行

者空間として、緑豊かな空間の確保を進めるなど、民有地等においても積極的な緑化を推進

する。 

・建物等の壁面緑化・屋上緑化等を促進し、緑豊かな空間づくりを推進する。 

・キャンパス内を南北に連なる元寇防塁跡において、緑豊かで魅力ある、まちづくりの象徴と

なるような緑のネットワークの形成を図る。 

  



-30- 

 

Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

③街角広場の整備 

・主要な道路の交差点部において、景観に変化を生み

出す緑豊かな街角広場を整備し、統一されたデザイ

ン、オブジェを配置するなど、人が集い交流でき、

まちの一体感を創出する仕掛けを検討する。 

・各街区に立地する施設の出入口を街角側に向けるな

ど、人の交流を生み出す仕掛けを進め、街角広場等

のオープンスペースを災害時やイベント開催時に活

用するなど、地域住民や事業者による有効的な使い

方を検討する。 

④既存樹木の活用検討 

・箱崎キャンパス地区内の既存樹木について、樹種、樹形、樹齢の状況等に配慮した上で、現

地保存、公園・緑地・街路樹・民有地等への移植等の方策を検討する。 

・既存緑地等を活かした新たな公園・緑地の整備を検討する。 

 

 

  

■街角広場の例〈アイランドシティ〉 

■箱崎キャンパスの既存緑地（地蔵の森） 
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Ⅳ 都市基盤整備に関する方針 

 

■緑のネットワーク形成方針 

 
※公園の位置等については、今後の土地利用の状況等により変更される可能性があります。 
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Ⅴ 土地利用の方針 
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Ⅴ 土地利用の方針 

 

１．ゾーンの考え方 

■土地利用の方針 

 
※各ゾーンの規模等については、需要の動向等により今後変更される可能性があります。 
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Ⅴ 土地利用の方針 

 

（１）成長・活力・交流ゾーン 

①ゾーン特性 

・九州の骨格幹線道路である国道３号の沿道であり、福岡都市高速道路貝塚ランプ、箱崎ラン

プにも近接している自動車のアクセス利便性が非常に高い地域。 

・２つの鉄道駅（箱崎九大前駅・貝塚駅）からアクセスしやすい地域。 

・国道３号沿道には商業・業務施設、飲食店等の他、貝塚団地などの共同住宅の立地も多く見

られる地域。 

②導入機能の考え方 

・交通利便性の高さを活かしながら、主に福岡市の持続的な成長に資する、新たな活力・交流

を生み出す機能を導入する。 

≪立地が考えられる主な機能等（例）≫ 

○新産業創造機能、業務商業機能、○スポーツ・交流機能、○文化発信機能 など 

（２）教育・研究ゾーン 

①ゾーン特性 

・箱崎キャンパス正門周辺を中心として、大正から昭和初期に建築された近代建築物が立地し

ている地域。 

・箱崎キャンパス地区の南側は、筥崎宮、旧唐津街道沿いの町家等の歴史・文化的な地域資源

が豊富に見られる地域。 

②導入機能の考え方 

・「九州大学」が百年存在した地としてのブランドとともに、九州大学の近代建築物等を活か

しながら、個性と創造性に富んだ多様な人材を育成するため、教育・研究の環境づくりにつ

ながる機能を導入する。 

・教育・研究ゾーンは、住宅が多く立地している既成市街地と隣接しているため、周辺環境に

配慮した機能を導入する 

≪立地が考えられる主な機能等（例）≫ 

○教育・人材育成機能、○研究・開発機能、○留学生支援機能、○医療・福祉機能（診療所、

高齢者福祉施設、子育て支援施設）、居住機能 など 
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Ⅴ 土地利用の方針 

 

（３）安全・安心・健やかゾーン 

①ゾーン特性 

・箱崎キャンパス地区の東側は、UR団地や市営住宅団地、戸建住宅など住宅系の土地利用が多

い地域。 

・近年、ＪＲ沿線等において、集合住宅等の立地が進んでいる地域。 

・箱崎キャンパス地区内では航空機騒音の影響を比較的受けにくい地域。 

②導入機能の考え方 

・周辺住宅地への影響、周辺住宅地からの施設利用などを考慮しながら、主に安全・安心・快

適で健やかに暮らす環境づくりにつながる機能を導入する。 

≪立地が考えられる主な機能等（例）≫ 

○医療・福祉機能、健康増進機能 ○防災機能 ○生活支援機能、居住機能 ○創業支援機

能 など 

（４）複合ゾーン 

①ゾーン特性 

・鉄道駅に近接している地域、主要な幹線道路となる東西道路沿道地域など、鉄道・自動車な

どによるアクセス利便性が高いため、多様な施設の立地が望める地域。 

②導入機能の考え方 

・箱崎地区の魅力向上、生活利便性向上につながるような機能、隣接ゾーンの機能を補完する

機能等については、ゾーン毎の導入機能特性を優先しながら、それ以外の機能についても導

入を検討する。 
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Ⅴ 土地利用の方針 

 

（５）近代建築物活用検討ゾーン 

①ゾーン特性 

・工学部本館、本部第一庁舎、正門門衛所、正門など、九州大学を象徴するきわめて評価の高

い近代建築物が多く見られる地域。 

②導入機能の考え方 

・箱崎キャンパス地区が有する歴史文化資源を大切にし、貴重な地区資産として活かすため、

九州大学を象徴する工学部本館、本部第一庁舎、正門門衛所、正門については、建物を保存・

活用することを前提とし、近代建築物にふさわしい機能を導入する。 

   

 

≪立地が考えられる主な機能等（例）≫ 

○教育・人材育成機能、○研究・開発機能、○コンベンション機能、○文化発信機能 など 

（６）地区の顔となる駅周辺ゾーン 

①ゾーン特性 

・居住者や働く人、来街者など多くの人が行き交い、ふれあう「顔」となる地域であるととも

に、土地利用の転換を牽引する役割も担う地域。 

②導入機能の考え方 

・にぎわい・交流を創出する機能など、駅前において立地を促進するべき機能を導入する。 

≪立地が考えられる主な機能等（例）≫ 

○まちの顔となる機能（ゲート広場、モニュメント等）、○にぎわい・交流機能（店舗、飲

食店等）、○交通利便性を高める機能（駅前広場等） など 

  

■工学部本館 ■本部第一庁舎 ■正門門衛所、正門 
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Ⅴ 土地利用の方針 

 

２．すべてのゾーンに関連する視点 

（１）歴史文化資源の活用 

 ・筥崎宮や旧唐津街道の街並み、九大近代建築物、国史跡の元寇防塁等、地区資源をつなぎ、

周辺と調和･連携したまちを形成する。 

   

   

（２）環境共生の推進 

・九州大学の先進的な環境技術を活用しながら、街区内

だけでなく、道路、公園などすべてのゾーンにおいて

環境と共生し、持続可能なまちの形成を進める。 

・温室効果ガスの抑制や省エネルギー等の観点から、エ

ネルギーマネジメントの導入や、自然エネルギー、未

利用エネルギーなどの再生可能エネルギーの活用、導

入を検討する。 

・地理的に水資源に恵まれず、過去の異常少雨による渇

水の経験がある福岡市において、健全な水循環の創造

をめざした雨水や下水再生水の有効利用に努めるとと

もに、都市活動による廃棄物の再資源化など、循環型

社会の形成を積極的に進める。 

・ヒートアイランド現象、自動車騒音問題などに対応するため、歩道は透水性舗装、幹線道路

等の車道は低騒音舗装（排水性舗装）を採用するなど、環境に配慮した道路整備を行う。 

 

■透水性、排水性 

舗装のイメージ 

  

■周辺の歴史文化資源〈筥崎宮〉 ■九州帝国大学工科大学正面（明治４４年頃） 

■九州大学の先進的な環境技術 
〈水素ステーション〉 
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Ⅴ 土地利用の方針 

 

（３）防災性の向上 

・津波の危険性が少ないこと、警固断層帯から離れていることなど、災害に強い地理的条件を

活かし、市民の避難場所などの防災活動の場づくりなど、防災性の高いまちの形成を進める。 

・災害時にも利用できる再生可能エネルギーの導入や、周辺地域も対象として備蓄倉庫の確保

など、災害対応能力の高いまちの形成を進める。 

・近年頻発する局地的な集中豪雨による浸水被害に備え、開発時には放流先の雨水排水能力に

支障がある場合、雨水流出抑制施設の設置・管理を義務付けているが、緑化の推進や透水性

舗装・浸透側溝（桝）など、更なる透水機能の向上に取り組み、水害の発生しにくい安全・

安心なまちの形成を進める。 

・充実した公共交通機関を備えていることや、警固断層帯から距離があることなどの地理的な

優位性を活かし、箱崎キャンパス地区の防災性強化につながる機能だけでなく、東京圏バッ

クアップ機能も含め、より広域的な視点から、用途や規模等、機能の特性にあわせた立地の

可能性を検討する。 

（４）ユニバーサルデザインの導入 

・高齢者や障がい者、子ども、外国人など誰もが安心して快適に暮らせるように、まち全体で

ユニバーサルデザインの導入を進める。 
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Ⅵ 実現に向けた方針 

 

 

  

Ⅰ はじめに

１．目的 ２．九州大学統合
移転事業の概要

Ⅱ 計画対象

１．対象区域 ２．まちづくりの
目標年次

Ⅲ まちづくりの考え方

１．「福岡市基本計画」における
「箱崎地区」の役割・位置づけ

２．まちづくりの方針 ３．将来構想

Ⅳ 都市基盤整備に関する方針

Ⅴ 土地利用の方針

１．まちの骨格形成イメージ ２．交通基盤の整備方針 ３．緑の整備方針

１．ゾーンの考え方 ２．すべてのゾーンに関連する視点

Ⅵ 実現に向けた方針

１．跡地利用の進め方

(1)跡地利用の基本的な考え方
(2)基盤整備手法等の検討
(3)先行まちづくりエリアの
跡地利用の進め方

２．まちづくり誘導手法

(1)まちづくりルールの検討
(2)手法の検討
(3)まちづくりマネジメントの
検討

３．全体スケジュール
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Ⅵ 実現に向けた方針 

 

１．跡地利用の進め方 

（１）跡地利用の基本的な考え方 

 ①跡地全体について、一体感のあるまちづくりの推進 

・ 移転後の速やかな跡地利用のため、段階的な土地利用の転換を図る場合においても全体と

して一体感を創出すまちづくりを推進する。 

②周辺地域との調和・連携 

・ 箱崎キャンパス周辺の市街地や歴史資源、交通施設等の立地状況などの地域特性を踏まえ、 

周辺地域と調和・連携し、一体的に発展できる跡地利用を誘導する。 

・ 箱崎のまちの魅力づくりを図るために、箱崎キャンパス跡地だけではなく、周辺地域の状

況を踏まえながらまちづくりを検討していく。 

③九州大学の統合移転事業を踏まえた跡地処分 

・ 「箱崎キャンパス跡地等の処分収入で伊都キャンパスの施設整備費を賄う」という九州大

学の統合移転事業の原則を踏まえて、九州大学の統合移転スケジュールに合わせて計画的

に跡地処分を進めていく。 

・まちの活力低下を最小限にするため、各地区の移転後の跡地処分を進めつつ、処分後は速や

かな跡地利用を促進する。 
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Ⅵ 実現に向けた方針 

 

（２）基盤整備手法等の検討 

・跡地利用計画に沿ったまちづくりを実現するには、それぞれの事業者や関係機関の協力の

もと、一体的に開発することが必要であり、開発をトータルでコーディネートしていく仕

組みが必要となる。 

・道路等の基盤整備については、開発行為や土地区画整理事業などの多様な整備手法の中か

ら最適な手法を検討するとともに、大規模な跡地であるため、複数の手法の組み合わせを

検討する。 

・快適な居住環境の創出や都市機能の更新等を図り、住宅や道路等の整備等を総合的に行う

ため、国等の各種補助金や民間活力の活用等を検討していく。 

 

（３）先行まちづくりエリアの跡地利用の進め方 

・まちの活力低下を最小限にするため、先行まちづくりエリアについては、速やか建物取壊

し等跡地利用上の課題に対処しつつ、跡地処分を行い、土地利用の開始を促進する。 

・先行まちづくりエリアの速やかなまちづくり実現のために、事業者へのアンケート調査、

提案募集などに基づいて、土地の段階的な処分も検討していく。 

・先行まちづくりエリアの跡地利用は、まちづくりの起点となることから、「Ⅴ．土地利用

の方針」を踏まえた上で、公益的な施設（教育・研究施設、医療施設、福祉施設など）に

よる跡地利用を優先的に検討する。 

  

業務・商業 

公園 

病院 

大学 

大学 

大学 

行政機関 

学校 
都市計画道路 

（写真：SS東京） 

■開発行為によるまちづくりの例〈東京都中野区警察大学校等跡地 約 16.8ha〉 
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Ⅵ 実現に向けた方針 

 

２．まちづくり誘導手法 

（１）まちづくりルールの検討 

100 年後の未来においても誇れるまちづくりを進めるために、歩行者ネットワーク・オープ

ンスペースの確保、緑空間の創出、まちなみ景観、土地利用の誘導、「大学 100年の歴史と緑」

の活用などについてルールを検討する。 

①歩行者ネットワーク・オープンスペースの確保（歩行者空間形成） 

・民有地等における歩行者空間の確保や、街角広場

の確保など、歩行者が安全・快適に歩ける空間の

整備を進める。 

②緑空間の創出（緑化） 

・民有地等における緑の確保等をまちづくりルール

に定めるなど、箱崎キャンパス地区のまちづくり

の象徴となるような緑豊かな空間として、行政と

民間が一体となった整備を進める。 

・沿道のセットバック空間・オープンスペースの緑化、

建物の壁面緑化・屋上緑化などを適切に推進するために、まちづくりルールを定め、緑の

確保を図る。 

③まちなみ景観（景観） 

・建物や街角広場など、緑豊かで美しく、統一感のある街並み景観を誘導する。 

・統一感のある街並み、景観を誘導するために、建築物の高さ、デザイン、広告物等の規制

など街並みを形成する要素に関するデザインの考え方・ルールを定め、それらに基づいた

景観誘導を進める。 

・公共空間においても、色彩・デザインに配慮し、統一された美しい景観づくりを検討する。 

④土地利用の誘導（土地利用） 

1)まちづくりの方針に基づいた土地利用の誘導 

・「Ⅲ．まちづくりの考え方」や「Ⅴ．土地利用の方針」に基づき、それらにふさわしい土

地利用を誘導する。 

・九州や福岡都市圏など、広域から地域まで幅広いエリアへの波及効果を踏まえた誘導を図

る。 

  

■民有地内の緑豊かな歩行者空間の例 
〈渡辺通２丁目〉 
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Ⅵ 実現に向けた方針 

 

2)にぎわいの創出 

・箱崎キャンパス地区の「顔」となる駅周辺地域において、生活利便機能、にぎわい・交流

を創出する機能などを誘導する。 

・幹線道路沿道に立地する建物については、街角広場側に出入り口を設ける、低層部に店舗

等を立地させるなど、まちのにぎわいを創出するための仕掛けづくりを進める。 

3)周辺地域への配慮 

・新たな土地利用にあたっては、箱崎キャンパス地区周辺の土地利用に十分配慮する。 

⑤「大学 100年の歴史と緑」の活用（保全） 

1)歴史文化資源の活用 

・九州大学を象徴する極めて評価の高い近代建築物（工学部本館、本部第一庁舎、正門門衛

所、正門）については、保存・活用を前提に運営主体を探っていく。 

・その他の近代建築物については、安全性に係る調査を継続し、運営主体による費用対効果

を考慮して、保存・活用、記録保存等の取扱いを検討する。 

2)九州大学の面影・記憶の継承 

・かつてこの地に九州大学が存在したことを示し、九州大学の面影・記憶を継承する「証」

となる施設について、新たなまちづくりの中において、街角広場等のオープンスペースな

どへの積極的な保存・活用を検討する。 

・あわせて、「証」を歩行者空間等に移設するなど、大学の面影を感じながら、記憶をつな

ぎ・たどることができる歩行者ネットワークづくりを検討する。 

3)既存樹木の活用 

・箱崎キャンパス地区内の既存樹木について、樹種、樹形、樹齢の状況等に配慮した、現地

保存、公園・歩道・民有地等への移植等を検討する。 

・箱崎キャンパスにおいて、現状で樹木等の緑が多く見られるエリアでは、積極的な緑の保

全を進める。 

  

■箱崎キャンパスの既存樹木 
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Ⅵ 実現方策の方針 

 

■まちづくりのルールに基づく空間整備イメージ 

 

■その他 

 ・壁面、屋上緑化の誘導 

 ・統一感ある街並み景観の誘導 

 ・持続的なまちづくり運営 
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Ⅵ 実現方策の方針 

 

（２）手法の検討 

まち全体の一体感を創出し、100 年後の未来においても誇れるまちをめざすためには、共通

のルールに基づいたまちづくりを計画的に進める必要があるため、その実現に向けた適切な手法

及びその実施主体を検討する。 

・地区計画決定、デザインガイドライン策定など、まちづくりルールを担保するための適切な

手法を検討する。 

■まちづくりルールの手法 
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Ⅵ 実現方策の方針 

 

（３）まちづくりマネジメントの検討 

・良好なまちの形成および持続的なまちの運営にあたっては、地元住民、福岡市、九州大学、

事業者など多様な主体の参画を促進する。 

・様々な主体が協働し、持続的なまちのマネジメントを行うための仕組みづくりを検討する。 

■まちづくりの運営を 

行う組織のイメージ 

  

良好なまちを形成し、持続的に運営していくため、様々な課題に対して多様な主体が協働して

解決に取り組むことができる組織づくりを検討する。 

■参考事例 -UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター）- 

千葉県柏市北部のつくばエクスプレス沿線、柏の葉キャンパス～柏たなか駅一帯の開発地区とその周辺

（約 13ｋ㎡）を活動フィールドとして、【公】【民】【学】連携によるコラボレーションの総合化・複合化

＝「マスコラボレーション」を地域主体で実践し、街を創造する拠点 

〈機能〉 

①新たなまちづくりに係る「学習・研究・提案」を行うシンクタンク機能 

②実際のまちづくりの「調整・支援」を行う事業推進コーディネーター機能 

③市民や社会に対して発信し、参画を促す「情報発信」機能 

〈活動〉 

①研究・提案        ：まちづくりに係る研究・提案 

②実証実験・事業創出  ：先端知・先端技術と地域の連携サポート 

③デザインマネジメント  ：質の高い空間デザイン形成に係る調整・支援 

④交流・学習        ：持続的な地域運営体制の構築支援 



-49- 

 

Ⅵ 実現方策の方針 

 

３．全体スケジュール 

■スケジュール 

 

 

 

年度
H26年度
(2014年)

H27年度
(2015年)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

H36年度～
(2024年～)

跡
地
全
体
の
ま
ち
の
概
成
（
目
標
）

◆事業者選定
◆土地引渡
◆基盤整備
◆建物建築 等

九
州
大
学
箱
崎
キ
ャ
ン
パ
ス
跡
地
利
用
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
言
（
Ｈ
25
．
2
）

跡
地
の
構
想

跡
地
利
用
計
画
策
定

必
要
な
調
整
・手
続
等

移転
スケジュール

理学系 文系
工学系
〈移転完了〉

農学系

・需要調査（民間・公共）（H25～）

・事業者提案受付（H26～）

・事業手法等の検討

・公募等の売却形式の検討

・まちづくりルールの検討
・必要に応じた都市計画に関する
検討・手続き

（都市計画道路、地区計画等）

・基盤整備に関する検討 など

◆事業者選定方法等の検討

先
行
ま
ち
づ
く
り

エ
リ
ア
の
土
地
利
用
開
始

・近代建築物の保存等措置（H26～）

・建物解体（H26～）

・埋蔵文化財発掘調査

・土壌汚染対策法に基づく調査 など

◆土地利用において必要な措置

◆事業者選定
◆土地引渡
◆基盤整備
◆建物建築 等


